
 

 

 

防防防火火火対対対象象象物物物ののの消消消防防防用用用設設設備備備ののの状状状況況況ののの公公公表表表（（（大大大津津津市市市火火火災災災予予予防防防条条条例例例ののの改改改正正正）））   

 

 

重大な消防法令違反が認められる建

物において火災が発生した場合、人命

に多大な被害が出るおそれがありま

す。このような違反対象物に対して消

防機関が命令を行った場合、大津市の

公報・ホームページや建物自体に命令

内容が公示されることになりますが、

命令の公示までにいくつかの手続を踏

まなければならず相当の期間（改修期

間を含む。）を要するため、その間、建

物の危険性に関する情報が建物利用者

等に提供されないことになります。 

大津市としては、これらの現状を踏

まえ消防庁からの助言に基づき、重大

な消防法令違反が認められる建物につ

いて、その建物を利用しようとする

方々に建物の危険性に関する情報を公

表し、利用者等の選択・判断を通じて

防火安全に対する認識を高めて火災被

害の軽減を図るとともに、建物関係者

による防火安全体制の確立を図ること

を目的に火災予防条例及び規則の改正

を実施しました。 

 

 

１ 公表の対象となる防火対象物  

 消防法施行令別表第１に掲げる防火対象物のう

ち、不特定多数の人が利用する対象物や火災が発生

した場合に避難等が困難であり、人命に多大な被害

を出すおそれがある不特定多数の方が利用する飲

食店、物販店や福祉施設などの防火対象物（消防法

施行令別表第１に掲げる（1）項～（4）項、（5）

項イ、（6）項、（9）項イ、（16）項イ、（16の 2）

項、（16の 3）項）を対象とします。 

２ 公表の対象となる重大な消防法令違反 

 上記１の防火対象物で、消防法第 17条第 1項

の政令で定める技術上の基準に従って設置義務が

ある消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリ

ンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されて

いないと認められるものを対象とします。 

３ その他 

 これらの改正の内容は、総務省消防庁が発出して

いる平成 25年 12月 19日消防予第 484号通知

を基本として作成しています。 

 また、京都や大阪等の全国２０の政令指定都市で

は平成２７年４月１日までに当該公表制度が条例

化され、各消防機関のホームページ等で対象物が公

表されています。 

３改正内容 １公表制度の目的 

重大な消防法令違反が認められる建物をホームページで公表する制度を整備 

２違反処理と公表の流れ 

 

 

・名  称 

・所在地 

・違反内容 

・根拠法令 

・公表日など 

公表内容 

立入検査 

立入検査結果通知書の交付 

改修報告書の受理 

是正指導 

履行状況の経過確認 

改修期限 

詳細な違反調査 

警告書の交付 

改修報告書の受理 

状況変化等を確認する違反調査 

命令へ 

建物・ホームページ等へ公示 

改修内容・期限の 

妥当性のチェック 

公表の通知 

公表要件該当の判定 

公表 

ホームページ 

立入検査結果通知書を交付

後１４日経過しても、違反

が是正されない場合は、公

表を行うことを併せて通知 

違反調査 


